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(57)【要約】
【課題】価格を低価格に抑えることが可能になると共に
、高精度でオフセットを算出可能な校正用治具、形状測
定装置、及び形状測定装置のオフセット算出方法を提供
する。
【解決手段】校正用治具１００は、基準球１１２と、基
準球１１２を下方から支持し且つ基準球１１２が上方か
ら照明された場合の光を正反射させる反射板１１１とを
備える。また、校正用治具１００は、反射板１１１上に
形成され上面が平面を有する基準ブロック１１３を備え
る。基準球１１２の表面は、鏡面にて構成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基準球と、
　前記基準球を下方から支持し且つ前記基準球が上方から照明された場合の光を正反射さ
せる反射板と
　を備えることを特徴とする校正用治具。
【請求項２】
　前記基準球の表面は、鏡面にて構成されている
　ことを特徴とする請求項１記載の校正用治具。
【請求項３】
　前記反射板上に形成され上面が平面を有する基準ブロック
　を備えることを特徴とする請求項１又は請求項２記載の校正用治具。
【請求項４】
　基準球と、
　前記基準球を下方から支持し且つ光を透過させる透過板と
　を備えることを特徴とする校正用治具。
【請求項５】
　被測定物からの反射光に基づく画像を撮像することにより前記被測定物の形状に関する
情報を取得する第１プローブと、
　前記第１プローブと異なる位置に設けられ前記被測定物の形状に関する情報を取得する
第２プローブと、
　前記第１プローブ及び前記第２プローブにより測定される校正用治具と、
　前記第１プローブ及び前記第２プローブにより前記校正用治具を測定して第１測定結果
及び第２測定結果を求める測定部と、
　前記第１測定結果及び前記第２測定結果を比較してオフセットを算出するオフセット算
出部とを備え、
　前記校正用治具は、
　基準球と、
　前記基準球を下方から支持し且つ前記基準球が上方から照明された場合の光を正反射さ
せる反射板とを備える
　ことを特徴とする形状測定装置。
【請求項６】
　被測定物からの透過光に基づく画像を撮像することにより前記被測定物の形状に関する
情報を取得する第３プローブと、
　前記第３プローブと異なる位置に設けられ前記被測定物の形状に関する情報を取得する
第２プローブと、
　前記第３プローブ及び前記第２プローブにより測定される校正用治具と、
　前記第３プローブ及び前記第２プローブにより前記校正用治具を測定して第３測定結果
及び第２測定結果を生成する測定部と、
　前記第３測定結果及び前記第２測定結果を比較してオフセットを求めるオフセット算出
部とを備え、
　前記校正用治具は、
　基準球と、
　前記基準球を下方から支持し且つ光を透過させる透過板とを備える
　ことを特徴とする形状測定装置。
【請求項７】
　被測定物からの反射光に基づく画像を撮像することにより前記被測定物の形状に関する
情報を取得する第１プローブと、前記第１プローブと異なる位置に設けられ前記被測定物
の形状に関する情報を取得する第２プローブと、前記第１プローブ及び前記第２プローブ
により測定される校正用治具とを備え、前記校正用治具は、基準球と、前記基準球を下方
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から支持し且つ前記基準球が上方から照明された場合の光を正反射させる反射板とを備え
る形状測定装置を用いて、当該形状測定装置のオフセットを算出するオフセット算出方法
であって、
　前記第１プローブ及び前記第２プローブにより前記校正用治具を測定して第１測定結果
及び第２測定結果を求める測定ステップと、
　前記第１測定結果及び前記第２測定結果を比較してオフセットを算出するオフセット算
出ステップと
　を備えることを特徴とするオフセット算出方法。
【請求項８】
　被測定物からの透過光に基づく画像を撮像することにより前記被測定物の形状に関する
情報を取得する第３プローブと、前記第３プローブと異なる位置に設けられ前記被測定物
の形状に関する情報を取得する第２プローブと、前記第３プローブ及び前記第２プローブ
により測定される校正用治具とを備え、前記校正用治具は、基準球と、前記基準球を下方
から支持し且つ光を透過させる透過板とを備える形状測定装置を用いて、当該形状測定装
置のオフセットを算出するオフセット算出方法であって、
　前記第３プローブ及び前記第２プローブにより前記校正用治具を測定して第３測定結果
及び第２測定結果を求める測定ステップと、
　前記第３測定結果及び前記第２測定結果を比較してオフセットを算出するオフセット算
出ステップと
　を備えることを特徴とするオフセット算出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、校正用治具、形状測定装置、及び形状測定装置のオフセット算出方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＣＣＤカメラ等の撮像手段で被測定物（ワーク）を撮像して得られた画像から被
測定対象の輪郭形状等を測定する形状測定装置（画像測定装置）が知られている。また、
このような形状測定装置において上下方向すなわちＺ方向の測定精度の向上のため、撮像
手段に加えレーザプローブ等の非接触式光学プローブを併設した形状測定装置が知られて
いる（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　このような撮像手段による画像測定機能と、非接触式光学プローブにより非接触変位検
出機能との間にオフセットが存在する場合、このオフセットを定量的に特定する必要があ
る。このオフセット値の算出のため、様々な治具が用いられている。
【０００４】
　例えば特許文献１では、平板状の基板上に、非平行な２つの直線のナイフエッジを有す
る台形パターンの金属膜が形成された校正用治具が提案されている。その他、図１３に示
すように、基板８１上に、上面が平面で中空の円筒形状のブロック８２を形成した校正用
治具、或いは図１４に示すように、基板８１上に４辺のナイフエッジを有する矩形状金属
ブロック８３を形成し、その周囲をアクリルブロック８４で囲うことにより、金属ブロッ
クの４辺の画像測定及び光学プローブによる測定を可能にした校正用治具も知られている
。しかし、これらの校正用治具は、オフセット値の算出誤差がブロックの平面度や直角度
に依存しているため、部品を組み立てた状態での調整加工が必要になり、治具の価格が高
いという問題がある。また、特許文献１や図１４の校正用治具の場合、ブロックの各辺を
測定機の測定座標に対して位置合わせする必要があり、作業性が悪いという問題がある。
【０００５】
　これに対し、タッチブローブを用いた３次元測定機においては、装置の校正のため予め
精密に測定され半径が既知の基準球をオフセット算出のために用いている。基準球は方向
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性を持たないため、測定座標に対する位置合わせ等は不要であるというメリットがある。
しかし、画像測定機においては、基準球はオフセット調整のためには使用することは困難
であった。画像測定の場合、落射照明、透過照明、斜め照明等を使用しても基準球のエッ
ジ部分が明確に特定できず、従って基準球の中心位置を正確に算出することができないた
めである。
【０００６】
　そこで、上記の課題に対して、球と拡散面（光を拡散させる面）を有する校正用治具が
、特許文献２に開示されている。この校正用治具は、球と拡散面との間のエッジを用いて
オフセットを求めるためのものである。しかしながら、特許文献２における校正用治具を
用いた場合、その球の直径値、及び球の中心から拡散面までの距離を正確に設定する必要
がある。
【０００７】
【特許文献１】特開平１１－８３４３８号公報
【特許文献２】特開２００７－７８６３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、この問題に鑑み、価格を低価格に抑えることが可能になると共に、高精度で
オフセットを算出可能な校正用治具、形状測定装置、及び形状測定装置のオフセット算出
方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明の一態様に係る校正用治具は、基準球と、前記基準球
を下方から支持し且つ前記基準球が上方から照明された場合の光を正反射させる反射板と
を備えることを特徴とする。
【００１０】
　上記構成により、基準球上方から照射された光は、基準球の頂点付近、及び反射板で正
反射（入射方向と同方向に戻る）される。一方、基準球上方から照射された光は、基準球
の頂点付近以外の箇所では正反射されず撮像光学系には入射しない。これにより、基準球
のエッジを明確に特定することができる。
【００１１】
　前記基準球の表面は、鏡面にて構成されていることが望ましい。補正用治具は、さらに
、前記反射板上に形成され上面が平面を有する基準ブロックを備える構成であってもよい
。
【００１２】
　本発明の一態様に係る校正用治具は、基準球と、前記基準球を下方から支持し且つ光を
透過させる透過板とを備えることを特徴とする。
【００１３】
　上記構成により、基準球下方から照射された光は、基準球が設けられた領域以外で、透
過する。これにより、基準球のエッジを明確に特定することができる。
【００１４】
　本発明の一態様に係る形状測定装置は、被測定物からの反射光に基づく画像を撮像する
ことにより前記被測定物の形状に関する情報を取得する第１プローブと、前記第１プロー
ブと異なる位置に設けられ前記被測定物の形状に関する情報を取得する第２プローブと、
前記第１プローブ及び前記第２プローブにより測定される校正用治具と、前記第１プロー
ブ及び前記第２プローブにより前記校正用治具を測定して第１測定結果及び第２測定結果
を求める測定部と、前記第１測定結果及び前記第２測定結果を比較してオフセットを算出
するオフセット算出部とを備え、前記校正用治具は、基準球と、前記基準球を下方から支
持し且つ前記基準球が上方から照明された場合の光を正反射させる反射板とを備えること
を特徴とする。
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【００１５】
　本発明の一態様に係る形状測定装置は、被測定物からの透過光に基づく画像を撮像する
ことにより前記被測定物の形状に関する情報を取得する第３プローブと、前記第３プロー
ブと異なる位置に設けられ前記被測定物の形状に関する情報を取得する第２プローブと、
前記第３プローブ及び前記第２プローブにより測定される校正用治具と、前記第３プロー
ブ及び前記第２プローブにより前記校正用治具を測定して第３測定結果及び第２測定結果
を求める測定部と、前記第３測定結果及び前記第２測定結果を比較してオフセットを算出
するオフセット算出部とを備え、前記校正用治具は、基準球と、前記基準球を下方から支
持し且つ光を透過させる透過板とを備えることを特徴とする。
【００１６】
　本発明の一態様に係るオフセット算出方法は、被測定物からの反射光に基づく画像を撮
像することにより前記被測定物の形状に関する情報を取得する第１プローブと、前記第１
プローブと異なる位置に設けられ前記被測定物の形状に関する情報を取得する第２プロー
ブと、前記第１プローブ及び前記第２プローブにより測定される校正用治具とを備え、前
記校正用治具は、基準球と、前記基準球を下方から支持し且つ前記基準球が上方から照明
された場合の光を正反射させる反射板とを備える形状測定装置を用いて、当該形状測定装
置のオフセットを算出するオフセット算出方法であって、前記第１プローブ及び前記第２
プローブにより前記校正用治具を測定して第１測定結果及び第２測定結果を求める測定ス
テップと、前記第１測定結果及び前記第２測定結果を比較してオフセットを算出するオフ
セット算出ステップとを備えることを特徴とする。
【００１７】
　本発明の一態様に係るオフセット算出方法は、被測定物からの透過光に基づく画像を撮
像することにより前記被測定物の形状に関する情報を取得する第３プローブと、前記第３
プローブと異なる位置に設けられ前記被測定物の形状に関する情報を取得する第２プロー
ブと、前記第３プローブ及び前記第２プローブにより測定される校正用治具とを備え、前
記校正用治具は、基準球と、前記基準球を下方から支持し且つ光を透過させる透過板とを
備える形状測定装置を用いて、当該形状測定装置のオフセットを算出するオフセット算出
方法であって、前記第３プローブ及び前記第２プローブにより前記校正用治具を測定して
第３測定結果及び第２測定結果を求める測定ステップと、前記第３測定結果及び前記第２
測定結果を比較してオフセットを算出するオフセット算出ステップとを備えることを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、価格を低価格に抑えることが可能になると共に、高精度でオフセット
を算出可能な校正用治具、形状測定装置、及び形状測定装置のオフセット算出方法を提供
することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　次に、本発明の一実施形態を、図面を参照して詳細に説明する。
【００２０】
　［第１実施形態］
　（第１実施形態に係る校正用治具の構成）
　先ず、図１を参照して、第１実施形態に係る校正用治具１００の構成について説明する
。図１は、本発明の第１実施形態に係る校正用治具１００の斜視図である。校正用治具１
００は、後述する撮像プローブ３４、及びレーザプローブ３５により測定されるものであ
る。校正用治具１００は、反射板１１１と、基準球１１２と、基準ブロック１１３とを備
える。
【００２１】
　反射板１１１は、基準球１１２を下方から支持する。反射板１１１は、基準球１１２が
上方から落射照明等により照明された光を正反射させるように構成されている。反射板１
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１１は、クロム等を蒸着したミラーにて構成されている。反射板１１１は、矩形板状の形
状を有する。反射板１１１は、平行度の良好な平面を有する。反射板１１１は、その中央
付近に窪んだ凹部１１１ａを有する。
【００２２】
　基準球１１２は、その下部が反射板１１１の凹部１１１ａに嵌合するように設けられて
いる。基準球１１２は、予め精密に測定された寸法が既知（直径Ｄ）の鋼製の球（高精度
ベアリング球）である。基準球１１２は、高反射率の表面を有する。すなわち、基準球１
１２の表面は、鏡面にて構成されている。
【００２３】
　基準ブロック１１３は、反射板１１１の一端上部に設けられている。基準ブロック１１
３は、表面が平面となるように形成された鋼製の矩形のブロックである。
【００２４】
　（第１実施形態に係る形状測定装置の構成）
　次に、図２～図４を参照して、第１実施形態に係る形状測定装置２００の構成について
説明する。
【００２５】
　図２は、第１実施形態に係る形状測定装置２００の概略斜視図である。図２に示すよう
に、形状測定装置２００は、形状測定機１と、この形状測定機１を駆動制御すると共に必
要なデータ処理を実行するコンピュータシステム２とにより構成されている。
【００２６】
　形状測定機１は、次のように構成されている。即ち、架台１１上には、被測定物を載置
する測定テーブル１３が装着されており、この測定テーブル１３は、図示しないＹ軸駆動
機構によってＹ軸方向に駆動される。架台１１の両側縁中央部には上方に延びる支持アー
ム１４、１５が固定されており、この支持アーム１４、１５の両上端部を連結するように
Ｘ軸ガイド１６が固定されている。このＸ軸ガイド１６には、測定ユニット１７が支持さ
れている。測定ユニット１７は、図示しないＸ軸駆動機構によってＸ軸ガイド１６に沿っ
て駆動される。なお、測定テーブル１３の上には、上述した校正用治具１００が配置され
ている。
【００２７】
　図３は、第１実施形態に係る測定ユニット１７の拡大斜視図である。図３に示すように
、測定ユニット１７は、Ｘ軸ガイド１６に沿って移動可能にスライダ３１を備えており、
このスライダ３１に一体にＺ軸ガイド３２が固定されている。このＺ軸ガイド３２には、
支持板３３がＺ軸方向に摺動自在に設けられ、この支持板３３に、画像測定用の撮像手段
である撮像プローブ（第１プローブ、ＣＣＤカメラ）３４と、非接触変位計であるレーザ
プローブ（第２プローブ）３５とが併設されている。これにより、撮像プローブ３４とレ
ーザプローブ３５とは、一定の位置関係を保ってＸ、Ｙ、Ｚの３軸方向に同時に移動でき
るようになっている。撮像プローブ３４には、撮像範囲を照明するための照明装置３６が
付加されている。レーザプローブ３５の近傍位置には、レーザプローブ３５のレーザビー
ムによるワークの測定位置を確認するために、測定位置の周辺を撮像するＣＣＤカメラ３
８と、レーザプローブ３５の測定位置を照明するための照明装置３９とが設けられている
。レーザプローブ３５は、撮像ユニット１７の移動の際にレーザプローブ３５を退避する
ための上下動機構４０と、レーザビームの方向性を最適な方向に適合させるための回転機
構４１とにより支持されている。
【００２８】
　上記構成を換言すると、撮像プローブ（第１プローブ）３４は、被測定物からの反射光
に基づく画像（落射照明光による画像）を撮像することにより被測定物の形状に関する情
報を取得する。また、レーザプローブ（第２プローブ）３５は、撮像プローブ３４と異な
る位置に設けられ被測定物の形状に関する情報を取得する。
【００２９】
　コンピュータシステム２は、コンピュータ本体２１、キーボード２２、ジョイスティッ
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クボックス（以下、Ｊ／Ｓと呼ぶ）２３、マウス２４、ＣＲＴ２５、及びプリンタ２６を
備えて構成されている。
【００３０】
　コンピュータ本体２１は、図４に示すように構成されている。図４は、第１実施形態に
係るコンピュータ本体２１を示すブロック図である。
【００３１】
　図４に示すように、撮像プローブ３４から入力される画像情報は、インタフェース（以
下、Ｉ／Ｆと呼ぶ）５１ａを介して画像メモリ５２に格納される。レーザプローブ３５か
ら入力される情報は、インタフェース５１ｂを介してＨＤＤ５３に格納される。
【００３２】
　また、図示しないＣＡＤシステムにより作成される被測定物のＣＡＤデータは、例えば
、ＣＡＤデータによるオフラインティーチングが実行される場合、Ｉ／Ｆ５４を介してＣ
ＰＵ（制御部）５５に入力され、ＣＰＵ５５で画像形式を変換された後、画像メモリ５２
に格納される。画像メモリ５２に格納された画像情報は、表示制御部５６を介してＣＲＴ
２５に表示される。
【００３３】
　一方、キーボード２２、Ｊ／Ｓ２３、及びマウス２４から入力されるコード情報及び位
置情報等は、Ｉ／Ｆ５６を介してＣＰＵ５５に入力される。ＣＰＵ５５は、ＲＯＭ５７に
格納されたマクロプログラム及びＨＤＤ５３からＩ／Ｆ５８を介してＲＡＭ５９に格納さ
れた測定実行プログラム、オフセット算出プログラム等に従って測定実行処理、オフセッ
ト算出処理等を実行する。
【００３４】
　ＣＰＵ５５は、ＨＤＤ５３から測定実行プログラムを読み出し、測定部として機能する
。また、ＣＰＵ５５は、ＨＤＤ５３からオフセット算出プログラムを読み出し、オフセッ
ト算出部として機能する。ここで、測定部は、撮像プローブ３４及びレーザプローブ３５
により校正用治具１００を測定して撮像測定結果（第１測定結果）及びレーザプローブ測
定結果（第２測定結果）を求める。また、オフセット算出部は、撮像測定結果及びレーザ
プローブ測定結果を比較して撮像プローブ３４とレーザプローブ３５と間のオフセットを
算出する。
【００３５】
　ＨＤＤ５３は、ＣＡＤデータ、測定実行プログラム、オフセット算出プログラム等を格
納する記録媒体である。ＲＡＭ５９は、各種プログラムを格納する他、各種処理のワーク
領域を提供する。
【００３６】
　［第１実施形態に係る形状測定装置２００のオフセット算出動作］
　次に、図５～図８を参照して、第１実施形態に係る形状測定装置２００のオフセット算
出動作について説明する。第１実施形態に係る形状測定装置２００は、第１及び第２のオ
フセット算出動作を実行可能に構成されている。図５は、第１実施形態に係る形状測定装
置２００の第１のオフセット算出動作を示すフローチャートである。図６は、後述する画
像ＩＭ１の測定の概略を説明する図である。図７は、撮像プローブ３４による画像ＩＭ１
及びその輝度情報ＩＭａ１を示す図である。図８は、第１実施形態に係る形状測定装置２
００の第２のオフセット算出動作を示すフローチャートである。なお、以下に示す動作は
、制御部（ＣＰＵ）５５がＨＤＤ５３に格納されたプログラムを読み出し実行することに
より実現される。
【００３７】
　先ず、第１のオフセット算出動作について説明する。第１のオフセット算出動作は、高
倍率で焦点深度の浅い光学系を有した撮像プローブに適している。
【００３８】
　図５に示すように、はじめに、制御部５５は、撮像プローブ３４を用いて、基準球１１
２の輪郭部に合わせるようにフォーカス動作を行い（焦点を合わせ）、フォーカス高さＺ
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を調整する（ステップＳ１０１）。ここで、フォーカス高さＺは、テーブル１３と撮像プ
ローブ３４との間の距離を示す。
【００３９】
　続いて、制御部５５は、撮像プローブ３４を用いて、校正用治具１００からの反射光に
基づく画像ＩＭ１を測定する（ステップＳ１０２）。
【００４０】
　ここで、上記ステップＳ１０２の動作の概略は、図６のようになる。すなわち、図６に
示すように、基準球１１２の頂点付近に照射された光Ｌ１は、上方に正反射する。また、
反射板１１１の上面に照射された光Ｌ２は、上方に正反射する。一方、基準球１１２の頂
点付近以外の領域に照射された光Ｌ３は、正反射されず撮像プローブ３４には入射しない
。よって、撮像プローブ３４は、光Ｌ１、Ｌ２の反射光に基づく画像ＩＭ１を測定する。
【００４１】
　画像ＩＭ１には、図７に示すように、外径Ｄをもつドーナツ状の暗部ＡＲ１が表示され
る。この画像ＩＭ１の輝度情報ＩＭａ１においては、基準球１１２と反射板１１１との境
界部分（エッジ）が、高コントラストで示される。
【００４２】
　再び図５に示すように、続いて、制御部５５は、画像ＩＭ１、及びフォーカス高さＺに
基づいて基準球１１２の中心座標Ｐ１（ＸＰ１、ＹＰ１、ＺＰ１）を算出する（ステップ
Ｓ１０３）。ここで、制御部５５は、画像ＩＭ１について３箇所以上の暗部ＡＲ１の輪郭
部（エッジ）を特定することで、中心座標Ｐ１を求める。
【００４３】
　次に、制御部５５は、レーザプローブ３５を用いて校正用治具１００（基準球１１２）
の表面を４箇所以上測定する（ステップＳ１０４）。続いて、制御部５５は、レーザプロ
ーブ３５による測定結果に基づき基準球１１２の中心座標Ｐ２（ＸＰ２、ＹＰ２、ＺＰ２

）を算出する（ステップＳ１０５）。
【００４４】
　そして、制御部５５は、以下に示す（数式１）のように、撮像プローブ３４とレーザプ
ローブ３５との間のオフセットＯを算出する（ステップＳ１０６）。以上で、第１のオフ
セット算出動作は、終了する。
【００４５】
【数１】

【００４６】
　なお、上記第１のオフセット算出動作を換言すると、以下のようになる。すなわち、制
御部５５は、ステップＳ１０１～Ｓ１０５において、撮像プローブ３４及びレーザプロー
ブ３５により校正用治具１００を測定して中心座標（第１測定結果）Ｐ１、中心座標（第
２測定結果）Ｐ２を求める。また、制御部５５は、ステップＳ１０６において、中心座標
Ｐ１及び中心座標Ｐ２を比較してオフセットＯを算出する。
【００４７】
　次に、第２のオフセット算出動作について説明する。第２のオフセット算出動作は、低
倍率で焦点深度の深い光学系を有した撮像プローブに適している。
【００４８】
　図８に示すように、先ず、制御部５５は、撮像プローブ３４を用いて、フォーカス動作
を行い（焦点を合わせ）、フォーカス高さＺａを調整する（ステップＳ２０１）。ここで
、ステップＳ２０１におけるフォーカス動作は、基準球１１２の輪郭部が最も鮮明に観察
できる高さに、フォーカス高さＺａを合わせるように行う。
なお、フォーカス高さＺａは、基準球１１２の中心位置を正確に捉えていない可能性が高
いため、後述する処理に用いることはない。
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【００４９】
　次に、制御部５５は、撮像プローブ３４を用いて、校正用治具１００からの反射光に基
づく画像ＩＭ１を測定する（ステップＳ２０２）。
【００５０】
　続いて、制御部５５は、画像ＩＭ１に基づいて基準球１１２の座標値Ｐ３（Ｐ３＝ＸＰ

３、ＹＰ３）を算出する（ステップＳ２０３）。なお、座標値Ｐ３は、Ｚ軸方向を除く座
標（ＸＹ座標）を示す。
【００５１】
　次に、制御部５５は、レーザプローブ３５を用いて校正用治具１００（基準球１１２）
の表面を４箇所以上測定する（ステップＳ２０４）。続いて、制御部５５は、レーザプロ
ーブ３５による測定結果に基づき基準球１１２の座標値Ｐ４（Ｐ４＝ＸＰ４、ＹＰ４）を
算出する（ステップＳ２０５）。なお、座標値Ｐ４は、Ｚ軸方向を除く座標（ＸＹ座標）
を示す。
【００５２】
　次に、制御部５５は、以下に示す（数式２）のように、座標差Ｅ１（ＸＥ、ＹＥ）を算
出する（ステップＳ２０６）。なお、座標差Ｅ１は、撮像プローブ３４とレーザプローブ
３５との間のＸＹ方向のオフセットを意味する。
【００５３】
【数２】

【００５４】
　続いて、制御部５５は、撮像プローブ３４を用いて、基準ブロック１１３の上面に合わ
せるようにフォーカス動作を行い、フォーカス高さＺｂを調整する（ステップＳ２０７）
。
【００５５】
　次に、制御部５５は、撮像プローブ３４を用いて、校正用治具１００からの正反射光に
基づく画像ＩＭ１を測定する（ステップＳ２０８）。続いて、制御部５５は、画像ＩＭ１
、及びフォーカス高さＺｂに基づき基準ブロック１１３の上面の所定位置の座標値Ｐ５（
ＸＰ５、ＹＰ５、ＺＰ５）を算出する（ステップＳ２０９）。
【００５６】
　次に、制御部５５は、レーザプローブ３５を用いて、所定位置にて基準ブロック１１３
の上面を測定する（ステップＳ２１０）。このステップＳ２１０において、制御部５５は
、レーザプローブ３５にて上記測定を行わせるため、レーザプローブ３５を座標差Ｅ１（
ＸＥ、ＹＥ）だけ移動させる。
【００５７】
　続いて、制御部５５は、レーザプローブ３５による測定結果に基づき基準ブロック１１
３の上面の所定位置の座標値Ｐ６（ＸＰ６、ＹＰ６、ＺＰ６）を算出する（ステップＳ２
１１）。
【００５８】
　次に、制御部５５は、以下に示す（数式３）のように、座標差Ｅ２（ＺＥ）を算出する
（ステップＳ２１２）。なお、座標差Ｅ２は、撮像プローブ３４とレーザプローブ３５と
の間のＺ方向のオフセットを意味する。
【００５９】
【数３】

【００６０】
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　そして、制御部５５は、以下に示す（数式４）のように、座標差Ｅ１，Ｅ２に基づき撮
像プローブ３４とレーザプローブ３５との間のオフセットＯａ（ＸＯａ、ＹＯａ、ＺＯａ

）を算出する（ステップＳ２１３）。以上で、第２のオフセット算出動作は、終了する。
【００６１】
【数４】

【００６２】
　なお、上記第２のオフセット算出動作を換言すると、以下のようになる。すなわち、制
御部５５は、ステップＳ２０１～Ｓ２１２において、撮像プローブ３４及びレーザプロー
ブ３５により校正用治具１００を測定して座標値（第１測定結果）Ｐ３，Ｐ５、及び座標
値（第２測定結果）Ｐ４，Ｐ６を求める。また、制御部５５は、ステップＳ２１３におい
て、座標値Ｐ３，Ｐ５及び座標値Ｐ４，Ｐ６を比較してオフセットＯａを算出する。
【００６３】
　（第１実施形態に係る効果）
　次に、第１実施形態に係る校正用治具１００、及び形状測定装置２００、及びそのオフ
セット算出方法の効果について説明する。第１実施形態に係る校正用治具１００は、従来
の校正治具のように、部品を組み立てた状態での調整加工が不要となるため、価格を安く
抑えることができる。
【００６４】
　第１実施形態に係る校正用治具１００は、高コントラストで基準球１１２のエッジを撮
像することができる。これにより、高精度で、形状測定装置２００の校正（オフセットの
算出）を行うことができる。
【００６５】
　第１実施形態に係る校正用治具１００は、反射板１１１により光を正反射させるので、
照射した光量に対する反射光の損失を抑制することができる。したがって、第１実施形態
に係る校正用治具１００は、少ない光量でも十分なコントラストをもつ画像を測定するこ
とができる。すなわち、第１実施形態に係る校正用治具１００は、照明光による治具自体
の温度上昇に伴う線膨張を抑制し、測定誤差を低減させることができる。また、第１実施
形態に係る校正用治具１００は、明るい光源が不要であるので、省エネルギー化が図れる
。
【００６６】
　また、第１実施形態に係る形状測定装置２００、及びそのオフセット算出方法は、上記
構成を有する校正用治具１００と同様の効果を奏する。
【００６７】
　［第２実施形態］
　（第２実施形態に係る校正用治具の構成）
　次に、図９を参照して、第２実施形態に係る校正用治具１００ａの構成について説明す
る。図９は、本発明の第２実施形態に係る校正用治具１００ａの斜視図である。なお、第
２実施形態において、第１実施形態と同様の構成については、同一符号を付し、その説明
を省略する。
【００６８】
　校正用治具１００ａは、撮像プローブ３４、及びレーザプローブ３５により測定される
ものである。校正用治具１００ａは、透過板１１４と、基準球１１２と、基準ブロック１
１３とを備える。つまり、校正用治具１００ａは、第１実施形態の反射板１１１の代わり
に、透過板１１４を備える。
【００６９】
　透過板１１４は、基準球１１２を下方から支持する。透過板１１４は、光を透過するよ
うに構成されている。透過板１１４は、例えば、ガラスにて構成されている。透過板１１
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４は、矩形板状の形状を有する。透過板１１４は、その上面に窪んだ凹部１１４ａを有す
る。
【００７０】
　ここで、形状測定装置において透過照明光を用いた場合、基準球１１２にて遮られた光
の分布が画像として測定される。このとき、基準球１１２が光軸に対して傾いて配置され
たとしても、その配置は、測定される画像に影響を及ぼさない（常に一定の円形の暗部が
測定される）。よって、透過板１１４は、平行度を要求されない。
【００７１】
　基準球１１２は、その下部が透過板１１４の凹部１１４ａに嵌合するように設けられて
いる。
【００７２】
　基準ブロック１１３は、透過板１１４の一端上部に設けられている。
【００７３】
　（第２実施形態に係る形状測定装置の構成）
　次に、図１０を参照して、第２実施形態に係る形状測定装置の構成について説明する。
図１０は、第２実施形態に係る測定ユニット１７の拡大斜視図である。
【００７４】
　第２実施形態に係る形状測定機は、第１実施形態と異なる測定テーブル１３ａを有する
。また、第２実施形態に係る形状測定機は、さらに照明装置７１を有する。
【００７５】
　測定テーブル１３ａは、光を透過するように構成されている。なお、測定テーブル１３
ａ上には、上述した校正用治具１００ａが設けられている。
【００７６】
　照明装置７１は、測定テーブル１３ａ内に設けられている。照明装置７１は、測定テー
ブル１３ａを介して、上方に光を照射するように構成されている。照明装置７１は、撮像
プローブ３４の移動に同期して、ＸＹ方向に移動可能に構成されている。
【００７７】
　つまり、第２実施形態において、撮像プローブ３４（第３プローブ）は、被測定物から
の透過光に基づく画像（透過照明光による画像）を撮像することにより被測定物の形状に
関する情報を取得するように構成されている。
【００７８】
　（第２実施形態に係る形状測定装置のオフセット算出動作）
　次に、図１１及び図１２を参照して、第２実施形態に係る形状測定装置のオフセット算
出動作について説明する。第２実施形態に係る形状測定装置は、第１実施形態と同様に、
第１及び第２のオフセット算出動作を実行可能に構成されている。図１１は、後述する画
像ＩＭ４の測定の概略を説明する図である。図１３は、撮像プローブ３４による画像ＩＭ
４及びその輝度情報ＩＭａ４を示す図である。
【００７９】
　第２実施形態に係る形状測定装置のオフセット算出動作において、撮像プローブ３４に
よる画像の測定方法が、第１実施形態と異なる。
【００８０】
　制御部５５は、撮像プローブ３４を用いて、校正用治具１００ａからの透過光に基づく
画像ＩＭ４を測定する。すなわち、図１１に示すように、照明部７１から基準球１１２に
照射された光Ｌａ１は、基準球１１２にて遮られる。一方、基準球１１２の以外の領域（
透過板１１４）に照射された光Ｌａ２は、透過板１１４を介して透過される。よって、撮
像プローブ３４は、光Ｌａ２（透過光）に基づく画像ＩＭ４を測定する。
【００８１】
　画像ＩＭ４には、図１２に示すように、直径Ｄをもつ円形状の暗部ＡＲ２が表示される
。この画像ＩＭ４の輝度情報ＩＭａ４においては、基準球１１２と透過板１１４との境界
部分（エッジ）が、高コントラストで示される。
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【００８２】
　（第２実施形態に係る効果）
　次に、第２実施形態に係る効果を説明する。第２実施形態に係る校正用治具１００ａは
、第１実施形態に係る反射板１１１の代わりに、平行度を要求されない透過板１１４を有
する。したがって、第２実施形態に係る校正用治具１００ａは、第１実施形態よりも安価
に製造可能である。
【００８３】
　また、第２実施形態に係る形状測定装置、及びそのオフセット算出方法は、上記校正用
治具１００と同様の効果を奏する。
【００８４】
　以上、発明の一実施形態を説明したが、本発明はこれらに限定されるものではなく、発
明の趣旨を逸脱しない範囲内において、様々な置換、追加、削除等が可能である。例えば
、上記実施形態では、Ｚ方向のオフセット値の算出のため基準ブロック１１３を備えてい
るが、基準球１１２の頂点への撮像プローブ３４のオートフォーカスが精度良く行うこと
ができる場合には基準ブロック１１３は省略してもよい。また、基準球１１２の支持方法
として、基準球１１２を反射板１１１（又は透過板１１４）に嵌合する方法が記述されて
いるが、これに限定されるものではない。例えば、単純に基準球１１２を反射板１１１（
又は透過板１１４）に接着することで支持してもよい。
【００８５】
　また、上記実施形態の第２のオフセット算出動作において、制御部５５は、基準ブロッ
ク１１３の上面の所定位置を測定する（ステップＳ２０７）ものとしたが、基準球１１２
の頂点部分を測定するものとしても良いし、反射板１１１や透過板１１４の平面度が良好
であれば、板上の任意の位置を測定するものとしても良い。
【００８６】
　また、上記実施形態における形状測定装置は、レーザプローブ３５を有する構成である
が、レーザプローブ３５の代わりにタッチプローブ（接触型プローブ）を有する構成であ
ってもよいし、倣いプローブを有する構成であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】本発明の第１実施形態に係る校正用治具１００の斜視図である。
【図２】第１実施形態に係る形状測定装置２００の概略斜視図である。
【図３】第１実施形態に係る測定ユニット１７の拡大斜視図である。
【図４】第１実施形態に係るコンピュータ本体２１を示すブロック図である。
【図５】第１実施形態に係る形状測定装置２００の第１のオフセット算出動作を示すフロ
ーチャートである。
【図６】画像ＩＭ１の測定の概略を説明する図である。
【図７】撮像プローブ３４による画像ＩＭ１及びその輝度情報ＩＭａ１を示す図である。
【図８】第１実施形態に係る形状測定装置２００の第２のオフセット算出動作を示すフロ
ーチャートである。
【図９】本発明の第２実施形態に係る校正用治具１００ａの斜視図である。
【図１０】第２実施形態に係る測定ユニット１７の拡大斜視図である。
【図１１】画像ＩＭ４の測定の概略を説明する図である。
【図１２】撮像プローブ３４による画像ＩＭ４及びその輝度情報ＩＭａ４を示す図である
。
【図１３】従来の校正用治具の一例を示す図である。
【図１４】従来の校正用治具の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００８８】
　１００、１００ａ…校正用治具、１１１…反射板、 １１２…基準球、 １１３…基準ブ
ロック、 １１４…透過板、 ２００…形状測定装置、 １１…架台、 １３、１３ａ…測定
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テーブル、 １４、１５…支持アーム、 １６…Ｘ軸ガイド、 １７…測定ユニット、３４
…撮像プローブ、３８…ＣＣＤカメラ、 ３５…レーザプローブ、３６、３９、７１…照
明装置、 ４０…上下動機構、 ４１…回転機構。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図１２】

【図１３】
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